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津久見市教育委員会議事日程 

1  会  期  令和 5年 4月 25日(火) 午後 2時 00分から 

 

2  議事日程 

（1） 開 会 

(2) 議 案 

議案第１号 津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会の設置について…3 

議案第 2号 津久見市文化財保存活用地域計画作成委員の委嘱について …5 

議案第 3号 津久見市教育委員会会議規則の一部改正について     …6 

議案第 4号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について     …7 

議案第 5号 区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について     …8 

 

継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校 

       統合についての協議                   …9 

 

(3) 報 告 

① 令和５年度津久見市立堅徳小学校運営協議会委員の任命について   …10 

② 令和５年度津久見市立青江小学校運営協議会委員の任命について   …11 

③  令和５年度津久見市立津久見小学校運営協議会委員の任命について …12 

④ 令和５年度津久見市立千怒小学校運営協議会委員の任命について   …13 

⑤ 令和５年度津久見市立第一中学校運営協議会委員の任命について   …14 

⑥ 令和５年度津久見市立第二中学校運営協議会委員の任命について  …15 

⑦ 3、4月の行事報告について                     …16 

⑧ 4、5月の主な行事予定について                 …17 

 

 (4) その他 

  ① 次回の委員会開催日程について                      … 17 

 

(5)  閉 会 
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(2) 議 案 

 

議案第１号 津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会の設置について 

 

理由 

 津久見市に所在する指定・未指定の文化財を適切な方法で保存管理・活用をはかるた

め、文化財保護法第１８３条の３に基づき、本市の区域における文化財の保存及び活用

に関する総合的な計画を作成し、文化庁長官の認定を申請したいため。 

 

 

津久見市教育委員会告示第 号 

 

津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 文化財保護法(昭和 25年法律第 214号)第 183条の 3に基づき、津久見市文化財

保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）を作成するに当たり、必要な事

項を協議するため、津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議及び検討する。 

（１） 地域計画方針に関する事項 

（２） 地域計画調査実地の方法等の技術的指導に関する事項 

（３） 前各号ほか、地域計画作成に関する事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０名以内で組織する。 

２ 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、３年とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、協議会を代表し。会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、教育長が招集する。 

２ 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明

又は意見を聴くことができる。               
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（報酬等） 

第６条 委員の報酬等は、津久見市の附属機関の委員等で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和 31年津久見市条例第 2号）の例による。 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が

別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第

1項第 14号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関す

る規則（昭和 62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 7号により議決を求める。 

 

令和 5年 4月 25日 

津久見市教育委員会 

教育長 平 山 正 雄 
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議案第 2号 津久見市文化財保存活用地域計画作成委員の委嘱について 

 

理 由 

津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会の設置にあたり、委員を委嘱したい。 

 

 

津久見市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱第３条及び第４条の規定に基

づき、令和５年５月１日付で下記の者に委員を委嘱したい。 

 

記 

 

 

津久見市文化財保存活用地域計画作成委員 

 氏 名 性別 住所 所属 

1 段上 達雄 男 杵築市 別府大学特任教授 

2 小松 利光 男 福岡県 

糟屋郡 

久山町 

九州大学名誉教授 

3 瀬口 三樹弘 男 大分市 樹木医・津久見市文化財調査委員 

4 三重野 誠 男 大分市 大分県教育庁文化課長 

5 吉永 浩二 男 大分市 大分県文化財保護指導委員 

6 柴田 久 男 福岡県 

福岡市 

福岡大学工学部社会デザイン工学科教授 

7 髙野憲太郎 男 津久見市 津久見市文化財調査委員 

8 小野 貴史 男 由布市 別府大学国際経営学科講師 

9 岩尾 恭輔 男 津久見市 津久見市校長会長 

任期 令和 5年 5月１日～令和 8年 3月 31日    

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第

1項第 14号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関す

る規則（昭和 62年教育委員会規則第 4 号）第 2条第 2項第 1 号オにより議決を求め

る。 

 

令和 5年 4月 25日 

津久見市教育委員会 

教育長 平 山 正 雄 
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議案第 3号  津久見市教育委員会会議規則の一部改正について 

 

改正理由 

津久見市教育委員会会議規則第 21条中に会議を傍聴できない者として、「精神に異

常があると認められる者」、「酒気を帯びている者」、「会議の妨害になると認められ

る器物等を携帯している者」と規定している。 

このうち、「精神に異常があると認められる者」については、障害を理由とする差別

の解消を推進することを目的として平成２８年に施行された障害者差別解消法に反す

るおそれがあるため削除するもの。 

 

 

津久見市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 
 

津久見市教育委員会会議規則(平成 27年教育委員会規則第 4号)の一部を次のように

改正する。 
 

第 21条第 1号を削り、同条第 2号を同条第 1号とし、同条第 3号を同条第 2号とし、

同条第 4号中「3号」を「2号」に改め、同号を同条第 3号とする。 

 

 

新旧対照表 

○津久見市教育委員会会議規則 

新 旧 

第 5 章 傍聴 第 5 章 傍聴 

(傍聴できない者) 

第 21 条 次のいずれかに該当する者

は、会議を傍聴することができない。 

(傍聴できない者) 

第 21 条 次のいずれかに該当する者は、

会議を傍聴することができない。 

(削る) (1) 精神に異常があると認められる者 

(1) (略) (2) (略) 

(2) (略) (3) (略) 

(3) 前 2 号に掲げる者のほか、教育長

が傍聴を不適当と認めた者 

(4) 前 3 号に掲げる者のほか、教育長が

傍聴を不適当と認めた者 

  

 

津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則（昭和 62

年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2 項第 7号により議決を求める。 

 

令和 5年 4月 25日 

津久見市教育委員会 

教育長 平 山 正 雄 
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議案第 4 号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名  
 

保 護 者 名 
 

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項

第 4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則

（昭和 62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 5年 4月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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議案第 5 号 

 

区域外通（就）学児童生徒の特例の認定について 

 

 

学 校 名 
 学

年 

 

児童・生徒名  
 

保 護 者 名 
 

住民票による住所 
 

居 所 
 

期 間  

 

 

理 

 

 

 

由 

 

 

 

所 

 

 

 

見 

 

 

 

保護者 

 

 

校 長 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 21条第 1項

第 4 号並びに津久見市教育委員会の権限に属する事務の委任及び決裁等に関する規則

（昭和 62年教育委員会規則第 4号）第 2条第 2項第 1号ウにより議決を求める。 

 

令和 5年 4月 25日 

津久見市教育委員会    

教育長 平 山 正 雄  
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継続協議  (平成 30年度議案第 31号)第一中学校・第二中学校統合についての協議
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（3） 報 告 

 

①令和５年度 津久見市立堅徳小学校運営協議会委員の任命について 

 

写 

 

 

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日  

 

堅徳小学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                       教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を堅徳小学校学

校運営協議会委員として任命する。 

 

 

記 

 

 

髙 野 基 一(民間代表) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

織 田 敦 任(徳浦区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

髙 﨑 計 臣(堅浦区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

東   猛 晴(長目区長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

小 野 昭 美(民生児童委員)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

薬真寺 哲 司(PTA会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

藥師寺 秀 幸(PTA副会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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②令和５年度 津久見市立青江小学校運営協議会委員の任命について  

 

 

写 

 
                                                  

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日 

 

青江小学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                        教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を青江小学校学

校運営協議会委員として任命する。 

 

 

 

記 

 

 

黒 木 康 秀(民生委員代表) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

河 野 真由美(民生委員代表) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

山 田 勇 治(青江区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

古 谷 修 一(川上区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

一 柳 博 司(川内区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

森 下 雅 夫(PTA会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

藤 本 綾 陛(PTA副会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

髙 山 奈 美(PTA副会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

伊 藤 美知香(校長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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③令和５年度 津久見市立津久見小学校運営協議会委員の任命について  

 

 

写 

 
                                                  

 

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日 

 

津久見小学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                       教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を津久見小学校

学校運営協議会委員として任命する。 

 

 

 

記 

 

 

  

根之木 亮 二(西ノ内区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

日 下 公 夫(彦ノ内区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

中 野 恭 次(主任児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

小手川 京 子(主任児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

上 場 啓 太(PTA会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

甲 斐 みどり(PTA副会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

渡 邉 小夜子(PTA副会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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④令和５年度 津久見市立千怒小学校運営協議会委員の任命について  

 

 

写 

 
                                                  

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日 

 

千怒小学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                       教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を千怒小学校学

校運営協議会委員として任命する。 

 

 

記 

 

 

戸 高 信 正(千怒区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

吉 良 信 幸(民生委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

石 堂   裕(寺子屋つくみ塾長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

中 村 恵 美(主任児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

小手川 京 子(主任児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

内 藤 清 香(PTA会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

岡 村 睦 美(PTA副会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

木 村 まどか(PTA副会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

田 島   勉(学校長） 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

 

 

 

 

 



14 

 

 

⑤令和５年度 津久見市立第一中学校運営協議会委員の任命について  

 

 

写 

 
                                                  

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日 

 

第一中学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                       教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を第一中学校学

校運営協議会委員として任命する。 

 

 

 

記 

 

 

戸 髙 信 正(千怒区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

中 野 恭 次(主任民生児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

神 田   悟(民間代表)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

黒 田 浩 之(民間代表) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

矢 野 惠 子(元民生児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

鶴 田 日出美(家庭児童相談員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

大 村 英 峰(見識を有する者) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

中 平 直 子(PTA会長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

岩 尾 恭 輔(校長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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⑥令和５年度 津久見市立第二中学校運営協議会委員の任命について  

 

 

写 

 
                                                  

津教学第 0401  号 

令和５年４月１日 

 

第二中学校長 様 

 

 

津久見市教育委員会 

                       教育長  平山 正雄 

 

 

令和５年度学校運営協議会委員の任命について 

 

 

 津久見市学校運営協議会規則第８条及び第１０条に基づき、下記の者を第二中学校学

校運営協議会委員として任命する。 

 

 

 

記 

 

 

髙 山    真(地域企業) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

神 田 敏 和(警固屋区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

金 只 俊 郎(入船区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

東   猛 晴(長目区長) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

下 田 憲 子(民生児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

佐々木 律 子(主任児童委員) 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

新 名 博 也(PTA会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

中津留 幸 子(副 PTA会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

菅 原 崇 之(副 PTA会長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

重 松 弘 樹(校長)  令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 
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⑦3月、4月の行事報告について 

4月3日 月
・津久見市職員辞令交付式　・教育委員会職員辞令交付式
・新採用教職員辞令交付式

4月4日 火
・第1回校長会議　・学力向上PT教員等辞令交付式
・春の学習クラブ（6日まで）

4月5日 水 ・第130回新設中学校統合推進会議

4月7日 金
・津久見中学校校歌レコーディング
・渡辺一平選手日本選手権優勝

4月9日 日 ・県知事選挙　・県議会議員選挙

4月10日 月 ・新任式　・始業式

4月11日 火 ・中学校入学式

4月12日 水 ・小学校入学式　・第131回新設中学校統合推進会議

4月13日 木 ・第2回校長会議

4月17日 月 ・第1回教頭会議

4月18日 火 ・全国学力テスト

4月19日 水 ・津愛大学開講式（市公民館）　・第132回新設中学校統合推進会議

4月20日 木 ・校長面談

4月21日 金 ・校長面談

4月23日 日 ・津久見市議会議員選挙　・参議院議員補欠選挙

4月24日 月 ・大分県市町村教育長会議

4月25日 火
・大分県学力テスト　・教育委員会定例会
・第10回新設中学校開校推進協議会
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⑧4月、5月の主な行事予定について 

4月28日 金 ・津久見市文化協会総会

5月8日 月 ・第3回校長会議

5月9日 火 ・津久見市教育研究協議会総会

5月10日 水 ・第133回新設中学校統合推進会議

5月11日 木 ・第2回教頭会議

5月12日 金 ・フッ化物洗口スタート

5月13日 土 ・高校野球県選手権開会

5月15日 月 ・教育委員学校訪問

5月16日 火 ・臨時市議会

5月17日 水 ・教育委員学校訪問　・第134回新設中学校統合推進会議

5月18日 木 ・教育委員学校訪問

5月19日 金 ・教育委員学校訪問

5月23日 火 ・令和5年度大分県市町村教育委員会連合会総会（九重文化センター）

5月24日 水 ・第135回新設中学校統合推進会議

5月25日 木 ・教育委員会定例会  
 

（４）その他 

  ①次回の委員会開催日程について 

 

（５）閉 会 


